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食品衛生法の改正

• 令和3年6月1日～全ての食品等事業者に
HACCPに沿った衛生管理の義務付け。

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理

HACCPに基づく衛生管理

各業界団体が作成する手引書を参
考に、簡略化されたアプローチに
よる衛生管理を行う。

【対象事業者】
小規模な営業者等

コーデックスのHACCP7原則に基
づく衛生管理を行う。

【対象事業者】
 大規模事業者
 と畜場
 食鳥処理場（認定小規模食鳥処
理業者を除く）
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高病原性鳥インフルエンザ及び

低病原性鳥インフルエンザに関する
特定家畜伝染病防疫指針第１０の４

【再開の要件】

(2)GPセンター等(1)食鳥処理場

ア車両消毒設備ア

イ原卵と製品の非接触生体受入施設の区別イ

ウ野鳥等の侵入防止

エ定期的な清掃消毒ウ

オ衛生管理マニュアルの定めエ

カ再開後の遵守事項を遵守する体制の整備オ
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再開要件の整備と併せ、「HACCPに基づく
衛生管理」導入を促す取組

食品衛生担当 家畜衛生担当

食品事業者
• 食鳥処理場
• GPセンター
• 液卵加工場

協働
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再開要件整備状況調査

認定小規模食鳥処理場

GPセンター

液卵加工場
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再開要件整備状況調査
（認定小規模食鳥処理場）

BA要件＼施設

×○ア 車両消毒設備

○○イ 生体受入施設の区別

○○ウ 定期的な清掃・消毒

△○エ 衛生管理マニュアルの規定

△：手引書を参考に実施

※R3獣医学術東北地区学会（公衆衛生）で、秋田県内全て
の施設でHACCPに沿った衛生管理計画の導入を発表。
（秋田県食肉衛生検査所 新井孝典会員）
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再開要件整備状況調査
（GPセンター等）

液卵
加工場GPセンター

要件＼施設
EDCBA

○○×○○ア 車両消毒設備

○○○○○イ 原卵・製品の非接触

○○○○○ウ 野鳥の侵入防止

○○○○○エ 定期的な清掃・消毒

○△△○○オ 衛生管理マニュアル

△：手引書を参考に実施
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HACCPプランについては、
全ての施設において未作成

又は作成中
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調査結果に基づき

• 手引書を参考にしている施設について、
施設毎の衛生管理マニュアル策定を支援。

• 全ての施設において、HACCPプランの作
成支援。

保健所において、衛生管理マニュアル

及びHACCPプランのひな形作成に着手
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考察及びまとめ
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• 協働は一定の効果
• 再開のための確認作業

協力への期待
• One Healthへの寄与 11



今後
• 関連部署の協働による衛生指導を継続。

• 各施設における秋田県版HACCP認証
（Codex HACCP準拠）取得支援。
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